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令和元年第１回臨時会議事日程（第１号） 

 

令和元年５月16日（木） 

午前 10時 00分開議  

 日程第１ 仮議席の指定 

 日程第２ 選挙第１号 議長の選挙 

 日程第３ 会議録署名議員の指名 

 日程第４ 会期の決定 

 日程第５ 選挙第２号 副議長の選挙 

 日程第６ 議席の指定 

 日程第７ 常任委員の選任 

 日程第８ 議会運営委員の選任 

 日程第９ 選挙第３号 吉富町外一市中学校組合議会議員の選挙 

 日程第10 選挙第４号 吉富町外１町環境衛生事務組合議会議員の選挙 

 日程第11 選挙第５号 豊前市外二町清掃施設組合議会議員の選挙 

 日程第12 選挙第６号 京築広域市町村圏事務組合議会議員の選挙 

 日程第13 選挙第７号 豊前市外二町財産組合議会議員の選挙 

 日程第14 選挙第８号 京築地区水道企業団議会議員の選挙 

 日程第15 選挙第９号 築上郡自治会館等資産管理組合議会議員の選挙 

 日程第16 選挙第10号 福岡県介護保険広域連合議会議員の選挙 

 日程第17 議案第16号 専決処分の承認を求めることについて（吉富町税条例等の一部を改正

する条例の制定について） 

 日程第18 議案第17号 専決処分の承認を求めることについて（吉富町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例の制定について） 

 日程第19 議案第18号 令和元年度吉富町一般会計補正予算（第１号）について 

 日程第20 議案第19号 監査委員の選任について 

 日程第21 閉会中の継続審査の申し出について 
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会期日程表（案） 
 

目  次 月  日 曜 区  分 開 議 時 刻 摘      要 

第 １ 日 ５月16日 木 本会議 午前10時 

 開会 

 会期の決定 

 提案理由の説明 

 質疑、討論、採決 

 閉会 
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令和元年第１回吉富町議会臨時会会議録（第１号） 

 

招 集 年 月 日  令和元年５月16日 

招 集 の 場 所  吉富町役場二階議場 

開       会  ５月16日 10時00分 

応  招  議  員  １番 角畑 正数       ６番 太田 文則 

           ２番 向野 倍吉       ７番 梅津 義信 

           ３番 中家 章智       ８番 岸本加代子 

           ４番 矢岡  匡       ９番 横川 清一 

           ５番 山本 定生       10番 是石 利彦 

不 応 招 議 員  なし 

出  席  議  員  応招議員に同じ 

欠  席  議  員  不応招議員に同じ 

 

地方自治法第１２１  町    長 花畑  明   会計管理者  奥家 照彦 

条の規定により説明  教  育  長 皆尺寺敏紀   住 民 課 長 永野 公敏 

のため会議に出席し  総 務 課 長 守口 英伸   健康福祉課長 石丸 貴之 

た者の職氏名     企画財政課長 奥田 健一   産業建設係長 南  博己 

           税 務 課 長 小原 弘光   上下水道課長 和才  薫 

           教 務 課 長 瀬口 直美    

 

本会議に職務のため  局    長 奥邨 厚志 

出席した者の職氏名  書    記 太田 恵介 

 

町長提出議案の題目  別紙日程表のとおり 

議員提出議案の題目  別紙日程表のとおり 
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午前10時00分開議 

○事務局長（奥邨 厚志君）  皆さん、おはようございます。議会事務局長の奥邨です。 

 本臨時会は、一般選挙後初めての議会です。議長が選挙されるまでの間、地方自治法第

１０７条の規定により、出席議員の中で年長の議員が臨時に議長の職務を行うこととなっており

ます。 

 年長の議員、岸本議員を御紹介します。よろしくお願いします。岸本議員、議長席へお願いし

ます。 

〔臨時議長 岸本加代子君議長席に着く〕 

○臨時議長（岸本加代子君）  皆さん、おはようございます。 

 ただいま紹介されました岸本です。地方自治法第１０７条の規定により、臨時に議長の職務を

行います。 

 皆様の御協力によりまして、無事任務を果たしたいと存じますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

 ただいまから、令和元年第１回吉富町議会臨時会を開会します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．仮議席の指定 

○臨時議長（岸本加代子君）  日程第１、仮議席の指定を行います。 

 仮議席は、ただいま皆様着席の議席といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．選挙第１号 議長の選挙 

○臨時議長（岸本加代子君）  日程第２、選挙第１号議長の選挙を行います。 

 選挙は投票で行います。 

 議場の出入り口を閉めます。 

〔議場閉鎖〕 

○臨時議長（岸本加代子君）  ただいまの出席議員数は１０名です。 

 次に、立会人の指名を行います。 

 会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に１番、角畑議員、２番、向野議員、３番、

中家議員を指名します。 

 ただいまから、投票用紙をお配りします。 

 念のため申し上げますが、投票は単記無記名です。 
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〔投票用紙配付〕 

○臨時議長（岸本加代子君）  投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（岸本加代子君）  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

 立会人は、投票箱の点検をお願いします。 

〔投票箱点検〕 

○臨時議長（岸本加代子君）  異状なしと認めます。 

 では、ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に

投票願います。 

〔事務局長点呼・議員投票〕 

……………………………………………………………………………… 

 １番 角畑 正数議員      ２番 向野 倍吉議員 

 ３番 中家 章智議員      ４番 矢岡  匡議員 

 ５番 山本 定生議員      ６番 太田 文則議員 

 ７番 梅津 義信議員      ８番 横川 清一議員 

 ９番 是石 利彦議員     １０番 岸本加代子議員 

……………………………………………………………………………… 

○臨時議長（岸本加代子君）  投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（岸本加代子君）  投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 開票を行います。１番、角畑議員、２番、向野議員、３番、中家議員、開票の立ち会いをお願

いします。 

〔開票〕 

○臨時議長（岸本加代子君）  選挙の結果を報告します。 

 投票総数１０票、うち有効投票１０票、無効投票ゼロ票。有効投票のうち、是石利彦議員８票、

横川議員２票、以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は、有効投票数１０票の４分の１ですので、２.５票です。したがって、

是石利彦議員が議長に当選されました。 

 議場の出入り口を開きます。 

〔議場開鎖〕 
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○臨時議長（岸本加代子君）  ただいま議長に当選されました是石利彦議員が議場におられます。

会議規則第３３条第２項の規定により当選の告知をします。 

 では、告知に対する挨拶を新議長、お願いします。 

○議長（是石 利彦君）  大変たくさんの票をいただきまして、身が引き締まる思いでございます。 

 議事機関として全体の奉仕者たるべく、公開の原則、議員発言権の尊重、公正で民主的な議会

運営に努めます。議長職はもとより吉富議会の活動を主宰し、議会を代表する重責を持つもので

あります。議会の権威を向上させ、開かれた町民本意の議会機関を目指し、議長の中立性、議場

の秩序保持に努めます。ありがとうございました。（拍手） 

○臨時議長（岸本加代子君）  以上で、臨時議長の職務を終わりました。御協力ありがとうござい

ました。（拍手） 

○事務局長（奥邨 厚志君）  それでは是石議長、議長席にお着きお願いします。 

〔臨時議長退席、議長着席〕 

○議長（是石 利彦君）  それでは、よろしくお願いします。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．会議録署名議員の指名 

○議長（是石 利彦君）  日程第３、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員に、角畑議員、向野議員の２名を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．会期の決定 

○議長（是石 利彦君）  日程第４、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日といたしたいが、これに御異議ございません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  異議なしと認めます。したがって、本臨時会の会期は、本日１日間とす

ることに決定いたしました。 

 暫時休憩をお願いします。 

午前10時13分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時23分再開 

○議長（是石 利彦君）  では、休憩前に引き続き再開いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．選挙第２号 副議長の選挙 
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○議長（是石 利彦君）  日程第５、選挙第２号副議長の選挙を行います。 

 選挙は投票で行います。 

 議場の出入り口をお閉めください。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（是石 利彦君）  ただいまの出席議員数は１０名です。 

 次に、立会人の指名を行います。 

 会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に１番、角畑議員、２番、向野議員、３番、

中家議員を指名します。 

 投票用紙の配付。ただいまから、投票用紙をお配りいたします。 

 念のため申し上げますが、投票は単記無記名です。お願いします。 

〔投票用紙配付〕 

○議長（是石 利彦君）  御確認ください。投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  配付漏れなしと認めます。 

 次に、投票箱を点検いたします。 

 立会人は、投票箱の点検をお願いします。 

〔投票箱点検〕 

○議長（是石 利彦君）  異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票願

います。 

〔事務局長点呼・議員投票〕 

……………………………………………………………………………… 

 １番 角畑 正数議員      ２番 向野 倍吉議員 

 ３番 中家 章智議員      ４番 矢岡  匡議員 

 ５番 山本 定生議員      ６番 太田 文則議員 

 ７番 梅津 義信議員      ８番 横川 清一議員 

 ９番 是石 利彦議員     １０番 岸本加代子議員 

……………………………………………………………………………… 

○議長（是石 利彦君）  投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 
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 次に、開票を行います。１番、角畑議員、２番、向野議員、３番、中家議員、開票の立ち会い

をお願いいたします。 

〔開票〕 

○議長（是石 利彦君）  選挙結果が出ました。選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数１０票、うち有効投票１０票、無効投票ゼロ票。有効投票のうち、横川清一議員

１０票、以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は、有効投票数１０票の４分の１ですので、２.５票です。したがって、

横川清一議員が副議長に当選されました。 

 議場の出入り口を開きます。 

〔議場開鎖〕 

○議長（是石 利彦君）  ただいま副議長に当選されました横川清一議員が議場におられます。会

議規則第３３条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

 横川清一議員、当選の承諾並びに御挨拶をお願いいたします。横川議員。 

○副議長（横川 清一君）  ただいま、同僚議員の力強い御支援で副議長に選任されました。今後

は、是石議長を協力にサポートするとともに、同僚議員とともに開かれた議会、自由闊達に議論

ができるような場を醸成し、住民の信頼を得るような議会に、是石議長と一緒にやっていきたい

と思っているところでございます。どうか、今後ともよろしくお願いいたします。（拍手） 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議席の指定 

○議長（是石 利彦君）  では、日程第６、議席の指定を行います。 

 会議規則第４条第１項の規定により、議員の議席は議長が定めることとなっております。申し

合わせにより、当選回数期ごとの年齢順を適用し、議長は最終番、副議長はその１番前の席とす

ることになっております。 

 それでは、１０番を議長、９番を副議長に指定いたします。 

 次に、１番、角畑議員、２番、向野議員、３番、中家議員、４番、矢岡議員、５番、山本議員、

６番、太田議員、７番、梅津議員、８番、岸本議員と指定いたします。 

 移動をお願いいたします。 

 暫時休憩いたします。 

午前10時34分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時35分再開 

○議長（是石 利彦君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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 ただいま着席の議席を各議員の議席と指定いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．常任委員の選任 

○議長（是石 利彦君）  日程第７、常任委員の選任を行います。 

 暫時休憩いたします。 

午前10時35分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時57分再開 

○議長（是石 利彦君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 委員会条例第７条第１項の規定では、常任委員会委員の選任は、議長が会議に諮って指名する

となっております。 

 お諮りします。ただいまお手元に配付した名簿のとおり指名いたしたいと思いますが、御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  異議なしと認めます。したがって、常任委員会委員はお手元に配付しま

した名簿のとおり指名することといたします。 

 これより、各常任委員会の委員長、副委員長の互選をお願いいたします。 

 暫時休憩です。 

午前10時58分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時09分再開 

○議長（是石 利彦君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これから、諸般の報告を行います。 

 各常任委員会に、委員長、副委員長の互選をお願いし、その結果が手元に参りましたので、御

報告いたします。 

 総務文教常任委員会委員長、中家章智議員、副委員長、向野倍吉議員。福祉産業建設常任委員

会委員長、梅津義信議員、副委員長、角畑正数議員。 

 以上、諸般の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議会運営委員の選任 

○議長（是石 利彦君）  日程第８、議会運営委員の選任を行います。 

 暫時休憩いたします。 
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午前11時10分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時15分再開 

○議長（是石 利彦君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りします。議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定により、

お手元に配付した名簿のとおり指名いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。したがって、議会運営委員会委員は、お手元に

配付しました名簿のとおり指名することといたします。 

 これより、議会運営委員長の委員長、副委員長の互選をお願いしたいと思います。 

 暫時休憩いたします。 

午前11時16分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時23分再開 

○議長（是石 利彦君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これから、諸般の報告を行います。 

 休憩中に、議会運営委員会において委員長、副委員長の互選をお願いし、その結果が手元に参

りましたので報告いたします。 

 議会運営委員会委員長に山本議員、副委員長に岸本加代子議員が互選された旨の報告がありま

した。 

 以上、諸般の報告を終わります。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

午前11時24分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時48分再開 

○議長（是石 利彦君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．選挙第３号 吉富町外一市中学校組合議会議員の選挙 

○議長（是石 利彦君）  日程第９、選挙第３号吉富町外一市中学校組合議会議員の選挙を行いま

す。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選

にいたしたいと思いますが、御異議はございませんか。 



- 11 - 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決

定いたしました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにいたしたいと思いますが、御異

議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。したがって、議長が指名することと決定いたし

ました。 

 吉富町外一市中学校組合議会議員に、角畑議員、中家議員、矢岡議員、梅津議員、是石議員の

５名を指名いたします。 

 お諮りします。ただいま議長が指名しました議員を当選人と決定することに御異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  異議なしと認めます。したがって、ただいま議長が指名した角畑議員、

中家議員、矢岡議員、梅津議員、是石議員が吉富町外一市中学校組合議会議員に当選されました。 

 当選された方々に、会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．選挙第４号 吉富町外１町環境衛生事務組合議会議員の選挙 

○議長（是石 利彦君）  次、日程第１０、選挙第４号吉富町外１町環境衛生事務組合議会議員の

選挙を行います。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選

にいたしたいと思いますが、異議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うことといた

しました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにいたしたいと思いますが、御異

議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。したがって、議長が指名することと決定いたし

ました。 

 吉富町外１町環境衛生事務組合議会議員に、向野議員、岸本議員、横川議員、是石議員の４名

を指名いたします。 
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 お諮りします。ただいま議長が指名しました議員を当選人と決定することに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  異議なしと認めます。したがって、ただいま議長が指名しました向野議

員、岸本議員、横川議員、是石議員が吉富町外１町環境衛生事務組合議会議員に当選されました。 

 当選された方々に、会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．選挙第５号 豊前市外二町清掃施設組合議会議員の選挙 

○議長（是石 利彦君）  日程第１１、選挙第５号豊前市外二町清掃施設組合議会議員の選挙を行

います。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選

にいたしたいと思いますが、御異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決

定しました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長が指名することといたしたいと思いますが、御異

議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。したがって、議長が指名することと決定いたし

ました。 

 豊前市外二町清掃施設組合議会議員に、山本議員、太田議員、横川議員、是石議員の４名を指

名いたします。 

 お諮りします。ただいま議長が指名しました議員を当選人と決定することに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。したがって、ただいま議長が指名しました山本

議員、太田議員、横川議員、是石議員の４名が豊前市外二町清掃施設組合議会議員に当選されま

した。 

 当選された方々に、会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．選挙第６号 京築広域市町村圏事務組合議会議員の選挙 

○議長（是石 利彦君）  日程第１２、選挙第６号京築広域市町村圏事務組合議会議員の選挙を行
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います。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選

にいたしたいと思いますが、御異議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決

定いたしました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長が指名することといたしたいと思いますが、御異

議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。したがって、議長が指名することと決定しまし

た。 

 京築広域市町村圏事務組合議会議員に、是石議員を指名いたします。 

 お諮りします。ただいま議長が指名しました議員を当選人と決定することに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。したがって、ただいま議長が指名した是石議員

が京築広域市町村圏事務組合議会議員に当選されました。 

 会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．選挙第７号 豊前市外二町財産組合議会議員の選挙 

○議長（是石 利彦君）  日程第１３、選挙第７号豊前市外二町財産組合議会議員の選挙を行いま

す。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選

にいたしたいと思いますが、御異議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うことと決

定いたしました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにいたしたいと思いますが、御異

議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  異議なしと認めます。したがって、議長が指名することと決定しました。 

 豊前市外二町財産組合議会議員に、横川議員を指名いたします。 
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 お諮りします。ただいま議長が指名しました議員を当選人と決定することに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。したがって、ただいま議長が指名しました横川

議員が豊前市外二町財産組合議会議員に当選されました。 

 会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．選挙第８号 京築地区水道企業団議会議員の選挙 

○議長（是石 利彦君）  日程第１４、選挙第８号京築地区水道企業団議会議員の選挙を行います。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選

にいたしたいと思いますが、御異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決

定しました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長が指名することといたしたいと思いますが、御異

議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定しまし

た。 

 京築地区水道企業団議会議員に、是石議員を指名いたします。 

 お諮りします。ただいま議長が指名しました議員を当選人と決定することに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  異議なしと認めます。したがって、ただいま議長が指名しました是石議

員が京築地区水道企業団議会議員に当選されました。 

 会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．選挙第９号 築上郡自治会館等資産管理組合議会議員の選挙 

○議長（是石 利彦君）  日程第１５、選挙第９号築上郡自治会館等資産管理組合議会議員の選挙

を行います。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選

にいたしたいと思いますが、御異議はありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決

定いたしました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにいたしたいと思いますが、御異

議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定しまし

た。 

 築上郡自治会館等資産管理組合議会議員に、是石議員を指名いたします。 

 お諮りします。ただいま議長が指名しました議員を当選人と決定することに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。したがって、ただいま議長が指名した是石議員

が築上郡自治会館等資産管理組合議会議員に当選されました。 

 会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．選挙第１０号 福岡県介護保険広域連合議会議員の選挙 

○議長（是石 利彦君）  日程第１６、選挙第１０号福岡県介護保険広域連合議会議員の選挙を行

います。 

 お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名

推選にいたしたいと思いますが、御異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決

定いたしました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにいたしたいと思いますが、御異

議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。したがって、議長が指名することと決定しまし

た。 

 福岡県介護保険広域連合議会議員に、是石議員を指名いたします。 

 お諮りします。ただいま議長が指名しました議員を当選人と決定することに御異議ありません

か。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。したがって、ただいま議長が指名した是石議員

が福岡県介護保険広域連合議会議員に当選されました。 

 会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

 暫時休憩いたします。再開は午後１時といたします。 

午前11時59分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（是石 利彦君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 暫時休憩、ちょっと資料配りますので、ちょっとお待ちください。 

午後１時00分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時01分再開 

○議長（是石 利彦君）  休憩前に引き続き再開いたします。 

 初議会でございますので、執行部、花畑町長より一言御挨拶をお願いしたいと思います。花畑

町長、お願いします。 

○町長（花畑  明君）  皆さん、こんにちは。御指名をいただきましたので、御挨拶申し上げま

す。 

 本日、臨時会を招集いたしましたところ、全員の御出席をいただき、まことにありがとうござ

いました。 

 先ほど、議会構成及び委員会所属等々御決定されましたこと、まことにおめでとうございます。

今後、執行部ともども新しい吉富町のさらなる発展のために、御指導、御協力のほどどうぞよろ

しくお願いを申し上げます。 

 皆様方のこれからのますますの御健勝、御活躍を心からお祈り申し上げまして、御挨拶とさせ

ていただきます。今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。（拍手） 

○議長（是石 利彦君）  ありがとうございました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第１６号 専決処分の承認を求めることについて（吉富町税条例等の一部

を改正する条例の制定について） 

日程第１８．議案第１７号 専決処分の承認を求めることについて（吉富町国民健康保険税

条例の一部を改正する条例の制定について） 

日程第１９．議案第１８号 令和元年度吉富町一般会計補正予算（第１号）について 
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日程第２０．議案第１９号 監査委員の選任について 

○議長（是石 利彦君）  続いて、日程第１７、議案第１６号から日程第２０、議案第１９号まで

の４案件を一括議題といたします。 

 事務局に議案を朗読いたさせます。事務局。 

○書記（太田 恵介君）  議案第１６号専決処分の承認を求めることについて（吉富町税条例等の

一部を改正する条例の制定について）、議案第１７号専決処分の承認を求めることについて（吉

富町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について）、議案第１８号令和元年度吉富

町一般会計補正予算（第１号）について、議案第１９号監査委員の選任について、以上です。 

○議長（是石 利彦君）  町長に提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（花畑  明君）  提案理由の御説明を申し上げます。 

 本日、令和元年第１回臨時町議会を招集いたしましたところ、議員各位には公私ともに、御多

用の中を御出席賜り、まことにありがとうございます。 

 このたびの臨時議会には、専決処分の承認案件２件、予算案件１件、人事案件１件の計４案件

について、御審議願いたく、御提案するものであります。 

 提案理由について、御説明を申し上げます。 

 議案第１６号は、専決処分の承認を求めることについてであります。 

 地方税法等の一部を改正する法律等が、平成３１年３月２９日に公布、平成３１年４月１日付

で一部が施行され、これに準じて、吉富町税条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会を

招集する時間的余裕がなく、平成３１年３月２９日付で、専決処分をしたので、法の定めるとこ

ろにより議会に報告をし、承認を求めるものであります。 

 議案第１７号は、専決処分の承認を求めることについてであります。 

 前議案同様、地方税法等の一部を改正する法律等が、平成３１年３月２９日に公布、平成

３１年４月１日付で一部が施行され、これに準じて、吉富町国民健康保険税条例の一部を改正す

る必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がなく、平成３１年３月２９日付で、専決処

分をしたので、法の定めるところにより議会に報告をし、承認を求めるものであります。 

 議案第１８号は、令和元年度吉富町一般会計補正予算（第１号）についてであります。 

 既定の歳入歳出予算に、それぞれ５４３万３,０００円を追加し、予算総額を３０億５,８４３万

３,０００円とするものであります。 

 歳入では、１３款国庫支出金２項国庫補助金で、プレミアム付き商品券事業補助金５４３万

３,０００円の増額、歳出では、７款１項商工費で、委託料５４３万３,０００円の増額でありま

す。 

 消費税率の１０％への引き上げに際し、所得の少ない人やゼロ歳から２歳の小さな乳幼児のい
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る子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするた

め、プレミアム商品券事業を実施するものであります。 

 議案第１９号は、監査委員の選任についてであります。 

 議員のうちから選任されておりました監査委員は、議員の任期満了と同時に監査委員の任期も

満了となったため、議案書にありますとおり、矢岡匡議員を監査委員に選任したので、法の定め

るところにより、議会の同意を求めるものであります。 

 以上、提出議案については、いずれも行政運営上重要なものであります。何とぞ御慎重に御審

議の上、御議決くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○議長（是石 利彦君）  以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 日程第１７、議案第１６号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。担当課

長に内容の説明を求めます。税務課長。 

○税務課長（小原 弘光君）  議案書の１ページをお願いします。 

 議案第１６号専決処分の承認を求めることについて、御説明いたします。 

 本議案は、平成３１年４月１日施行とする地方税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律

第２号）等が、平成３１年３月２９日に公布され、吉富町税条例等の一部改正が必要となり、平

成３１年３月２９日に専決処分を行いましたので、その専決内容について御報告し、御承認を求

めるものであります。 

 詳細につきましては、資料ナンバー１の新旧対照表で説明いたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 第３４条の７は、都道府県または市町村へ寄附を行った場合、いわゆるふるさと納税を行った

場合、特例控除額の対象となる寄附行為と認めるために返礼品の返礼割合が寄附金額の３割以下

で、返礼品が地場産品であることを要件とするための規定整備であります。 

 附則第７条の３の２、第１項は令和元年１０月１日から令和２年１２月３１日までの間に居住

した場合、住民税の住宅ローン控除期間を３年間延長し、１３年間とするための規定整備であり

ます。 

 第２項は、納税通知書が送達されるまでに住民税申告書が提出されていなければ、住民税、住

宅ローン控除が適用されないとする要件を不要とするための改正であります。 

 ２ページをお願いいたします。 

 附則第７条の４は、地方税法の改正に伴う規定の整備であります。附則第９条は、申告特例、

いわゆるふるさと納税ワンストップサービス特例制度の対象を特例控除対象寄附金とする等の規

定整備であります。 

 ３ページをお願いいたします。 
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 附則第９条の２は、特例控除対象寄附金を支出し、申告特例通知書が送付されたときに、所得

税相当分の申告特例控除額を所得の額から控除するための整備であります。 

 ４ページをお願いいたします。 

 附則第１０条の２は、地方税法の改正に伴う規定の整備であります。 

 ５ページをお願いいたします。 

 附則第１０条の３第６項は、高規格堤防の整備に伴う建てかえ家屋に係る固定資産税の減額を

受けようとする者がすべき申告についての規定整備であります。 

 ７ページをお願いいたします。 

 附則第１６条は、軽自動車税重課特例を令和元年度においても実施するための規定整備であり

ます。 

 １１ページをお願いいたします。 

 附則第１６条の２は、附則第１６条の規定整備により、第７項を第４項に改める規定整備であ

ります。 

 １２ページをお願いいたします。 

 第３６条の２は、住民税申告書記載事項の簡素化のための規定整備であります。簡素化の内容

は、年末調整適用の所得控除の額と確定申告で適用を受ける所得控除の額が同額の場合は、合計

金額のみの記載でよいこととするものであります。 

 第３６条の３の２は、給与支払報告書に単身児童扶養者に該当する場合は、その旨を記載する

こととするための規定整備であります。 

 次に、第３６条の３の３は、公的年金受給者の提出すべき扶養親族申告書に、単身児童扶養者

に該当する場合は、その旨を記載することとするための規定整備であります。 

 １３ページをお願いいたします。 

 第３６条の４は、第３６条の２の改正に伴う規定の整備であります。 

 １４ページをお願いいたします。 

 附則第１５条の２は、令和元年１０月１日から令和２年９月３０日までに高燃費自家用乗用車

を取得した場合、環境性能割を非課税とするための規定整備であります。 

 附則第１５条の２の２は、環境性能割の賦課徴収の特例についての規定整備であります。 

 １５ページをお願いいたします。 

 附則第１５条の６は、令和元年１０月１日から令和２年９月３０日までに、２０２０年度燃費

基準達成の自家用乗用車を取得した場合、環境性能割を２％から１％に軽減するための規定整備

であります。 

 附則第１６条は、令和２年度、令和３年度においても、令和元年度軽自動車種別割の軽減措置
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を延長するための規定整備であります。 

 １７ページをお願いいたします。 

 附則第１６条の２は、軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例について、新設整備するものであ

ります。 

 １９ページをお願いいたします。 

 第２４条は、個人町民税所得割の非課税対象者に、単身児童扶養者を加えるための規定整備で

あります。 

 附則第１６条は、令和４年度、令和５年度の軽自動車税種別割の軽減措置を電気自動車のみと

するための規定整備であります。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 附則第１６条の２は、附則第１６条の規定整備により、第４項を第５項に改めるものでありま

す。 

 ２１ページをお願いいたします。 

 第４条による改正でありますが、これにつきましては、吉富町税条例等の一部を改正する条例

（平成２９年条例第５号）第２条により、第１５条の６及び附則第１６条の規定が、令和元年

１０月１日の施行で改正となるところ、今回、この一部改正条例第１条におきまして、当該改正

部分が平成３１年４月１日の施行により改正となりましたための規定整備であります。 

 ２２ページをお願いいたします。 

 第５条による改正につきましてでありますが、これにつきましては、吉富町税条例等の一部を

改正する条例（平成３０年条例第７号）第１条中、第４条附則第１条及び附則第２条を改正する

規定の一部を、令和２年４月１日の施行日前に改正するものであります。 

 改正理由につきましては、大法人に対する申告書の電子情報処理組織による提出義務の創出に

伴う申告書などの提出方法の柔軟化及び電気通信回線の故障、災害、その他の理由により、電子

情報処理組織を使用することが困難と認められる場合、書面による提出を可能とするための規定

整備であります。 

 続きまして、附則の説明を行いたいと思います。 

 議案書の１２ページをお願いいたします。 

 下から１０行目からが附則であります。 

 本条例の施行日は平成３１年４月１日となっています。ただし、第１条第１号から第５号に定

める規定は、別の施行日となっております。 

 １３ページをお願いいたします。 

 第２条は、町民税に関する改正規定の経過措置について規定しております。 
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 １４ページをお願いいたします。 

 第３条は、町民税に関する改正規定の経過措置について規定しております。 

 １５ページをお願いいたします。 

 第４条は、町民税に関する経過措置について規定しております。 

 第５条は、固定資産税に関する経過措置について規定しております。 

 第６条、第７条、第８条は、軽自動車税に関する経過措置について規定しております。 

 以上で説明が終わりましたので、御承認をよろしくお願いいたします。 

○議長（是石 利彦君）  担当課長の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑に当たっては、自己の意見は述べられないことになっております。なお、質疑の回数は、

同一議員につき同一議題について３回を超えることはできないようになっておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 本案に対して御質疑はありませんか。山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  ５番、山本です。 

 先ほど説明で、これは法改正に基づいての条例改正というふうにお聞きをしましたが、いわゆ

る町独自の改正部分があるかどうかの確認をお願いします。 

○議長（是石 利彦君）  担当課長。 

○税務課長（小原 弘光君）  町独自のものはありません。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ほかにございませんか。岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  幾つかの改正がなされていると思うんですけども、この改正によ

って町民の皆さんの税負担がふえるということがありますか。 

○議長（是石 利彦君）  担当課長。 

○税務課長（小原 弘光君）  例えば、ふるさと納税につきましてですが、これにつきましては、

寄附行為の要件が厳しくなったということであれば、控除額が減るということになって、町民に

は不利にはなると思いますが、そもそもの話でしょうから、これにつきましてはちょっと評価が

難しいところであります。 

 あと、言いました軽自動車につきましては、１点、１３年以上の所有の場合は重課税で税率が

高くなるんですが、これにつきましては、引き続き令和元年度も行うということで、これは町民

にとって税がふえる方向で考えています。 

 あとにつきましては、これも１点言っておきます。住民税につきましては、所得の低い方につ

きましては非課税措置があるんですけど、今までは未婚のひとり親につきましては対象となって
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いませんでしたが、それが対象になるということで、これにつきましては町民、低所得者世帯に

つきまして評価されるものだと思っております。 

 大まかに言いましたら、以上のような内容であります。 

○議長（是石 利彦君）  岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  そうしますと、わかればでいいんですけども、今回の税の改正に

よって負担がふえる人が多いのか、減る人が多いのか、その辺わかればお願いします。 

○議長（是石 利彦君）  税務課長。 

○税務課長（小原 弘光君）  納税義務者の人数だけでいえば、明らかに負担が減る方のほうが多

くなるんだと思います。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第１６号は、会議規則第３９条第３項

の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  異議なしと認めます。よって、議案第１６号は、委員会付託を省略する

ことに決しました。 

 次に、討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  討論なしと認めます。 

 これにて、質疑、討論を終わります。 

 これから、本案を採決いたします。 

 異議がないようですので、本案は承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第１６号専決処分の承認を求める

ことについては、これを承認することに決しました。 

 日程第１８、議案第１７号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。税務課長。 

○税務課長（小原 弘光君）  議案書の１６ページをお願いいたします。 
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 議案第１７号専決処分の承認を求めることについて、御説明いたします。 

 本議案は、平成３１年４月１日施行とする地方税法の一部を改正する法律（平成３１年法律第

２号）等が平成３１年３月２９日に公布され、吉富町国民健康保険税条例の一部改正が必要とな

り、平成３１年３月２９日に専決処分を行いましたので、専決内容につきまして御報告し、御承

認を求めるものであります。 

 詳細を、資料ナンバー１の新旧対照表で説明いたします。２６ページをお願いいたします。 

 第２条第２項は、国民健康保険税基礎課税額の上限額５８万円を６１万円とするための規定整

備であります。 

 第２３条は、５割軽減の軽減基準における１人当たり加算額２７万５,０００円を２８万円に、

２割軽減の軽減基準における１人当たり加算額５０万円を５１万円にするための改正であります。 

 議案書の１８ページをお願いいたします。 

 附則第１項、本条例の施行日は、平成３１年４月１日となっております。 

 附則第２項、改正後の規定は、令和元年度国民健康保険税から適用します。 

 以上で説明が終わりましたので、御承認をよろしくお願いいたします。 

○議長（是石 利彦君）  内容説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。本案に対し質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第１７号は、会議規則第３９条第３項

の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  異議なしと認めます。よって、議案第１７号は委員会付託を省略するこ

とに決しました。 

 次に、討論に入ります。反対討論はありませんか。岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  今回の税条例の改正で最高限度額が上がっていますので、これは

国保税の値上げにつながるので反対いたします。 

○議長（是石 利彦君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  討論なしと認めます。 

 これにて質疑、討論を終わります。 

 これから、本案を採決いたします。御異議がありますので、起立により採決いたします。本件

は承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（是石 利彦君）  起立多数であります。よって、議案第１７号専決処分の承認を求めるこ

とについては、承認することに決しました。 

 日程第１９、議案第１８号令和元年度吉富町一般会計補正予算（第１号）についてを議題とい

たします。 

 これから、ページを追って質疑に入ります。補正予算書をお持ちください。 

 補正予算書１ページ、歳入２ページ、歳出３ページ。 

 次に、４ページ、事項別明細書総括歳入、５ページ、同じく総括歳出。 

 次に歳入、６ページ。山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  歳入、国庫支出金商工費補助金、国庫補助金はこれいつ決まって、

いつ入ってくる形になるのかちょっと教えてください。 

○議長（是石 利彦君）  産業建設係長。 

○産業建設係長（南  博己君）  済みません、御説明いたします。 

 この部分の事業につきましては、今年度、事業を行いまして、国費につきましては、今年度中

に入る見込みでございます。 

 それと、いつ決まったかということにつきましては、ちょっと資料がありませんので、ここで

御報告させていただきます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  山本議員、いいですか。今年度中ことで。いつかわからんのやな。

（「すごくアバウトやけ」と呼ぶ者あり） 

 山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  ちょっときょうは課長が来ていないみたいなんで、ようわからん

け。 

 要は、前年度に事業計画を出していた分が今年度決まって、とりあえず今年度実施しますよと

いうことでよかったんか、ちょっとそこがそういう形で言ってもらえればわかりやすい。 

○議長（是石 利彦君）  産業建設係長。 

○産業建設係長（南  博己君）  このプレミアム付き商品券事業につきましては、この平成

３０年度末の時点で国のほうから動きがありました。それについて随時、詳細に市町村への説明

を受けておりましたんで、今回計上させていただいております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  いいですね。（「近くのほうでフォローは要らんか」と呼ぶ者あり） 

 よろしいですね。岸本議員。 
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○議員（８番 岸本加代子君）  これ、これまでプレミアム商品券あったと思うんですけども、そ

れとはまた別のものなのかということと、もう１点、提案理由の説明の中に、所得の少ない人や

ゼロ歳から２歳の小さな乳幼児のいる子育て世帯の云々とあるんですけれども、こういう人たち

を特別に支援するということが提案理由の中でうたわれているんですが、じゃあそのプレミアム

商品券の発売に当たって、その辺も考慮されるような内容が含まれているんでしょうか。 

○議長（是石 利彦君）  ちょっとお待ちください。産業建設係長。 

○産業建設係長（南  博己君）  まず１点目なんですけども、今まで福岡県が行っていましたプ

レミアム商品券事業とは、今回の分は別のものであります。 

 それと、対象者といたしましては、今年度の住民税の非課税者と２０１９年９月３０日までの

間に生まれた子が属する世帯の世帯主の方を対象としております。 

 それと、通知にしましては、まず、非課税者の方につきましては、町のほうから対象者に申請

書の送付、申請書を役場のほうに提出していただいて、それから事務が始まってきます。もう一

つの子育て世帯の方につきましては、役場から商品券の引換券のほうを送付するような形になり

ます。その後、引換券を今郵便局のほうに持参し、商品券を購入していただくというような流れ

になっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  よろしいですか。岸本さん、もう一度。岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  説明聞いてわかりました。例えば、商品券は１枚幾らとか、それ

とか１世帯当たり幾らまで決まっているとかいうのがあれば、教えてください。 

○議長（是石 利彦君）  産業建設係長。 

○産業建設係長（南  博己君）  商品券につきましては、１枚５００円の１０枚で１冊というよ

うな形になっております。それを５冊買うことができます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  いいですか。梅津議員。 

○議員（７番 梅津 義信君）  議員席７番、梅津です。 

 確認のために質問いたします。今回のこれは、いわゆる住民税非課税世帯、また子育て世帯に

対するいわゆる消費税アップに対する支援的意味合いでのことだと思うんですけども、過去、

３％になったとき、３％から５％になったとき、５％から８％になったときに、過去このような

支援策を行ったかどうか、これ確認です。私ちょっと記憶に定かでないので。 

○議長（是石 利彦君）  産業建設係長。 

○産業建設係長（南  博己君）  過去消費税のほうが３％から５％、５％から８％になったとき

につきましては、プレミアム商品券については、こういった事業はありませんでした。 



- 26 - 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  横川議員。 

○議員（９番 横川 清一君）  新聞報道などで、このプレミアム率が２５％とか聞いたんですけ

ど、大体幾らになっていますか。 

○議長（是石 利彦君）  産業建設係長。 

○産業建設係長（南  博己君）  商品券につきましては、２万５,０００円分を２万円で販売し

ますので、プレミアム率としましては２５％となります。 

○議長（是石 利彦君）  よろしいですか。山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  ちょっと１点お聞きしたいんです。これどうなの、企画のほうが

わかりやすかったら企画が答えてもいいんですけど、今回のこの事業費の決定額というのは、ど

うなんですか、国のほうで何か基準があっての金額なのか、それとも町が申請した金額に対して

の金額なのか、人口割なのかとか何か金額の根拠、これはどうなっているのかちょっとそれを教

えてほしいんですけど。 

○議長（是石 利彦君）  産業建設係長。 

○産業建設係長（南  博己君）  事業費の決定につきましては、町のほうが積算して申請した金

額を事業費とさせていただいて、県、国のほうへ申請しております。 

 以上です。 

 積算根拠につきましては、まず委託先の会社としまして、二、三に見積もりを徴収して積算根

拠としております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ちょっとわからんな。よろしいですか。（「わからん……」と呼ぶ者あ

り）わからんね。（「歳出で聞こう」と呼ぶ者あり） 

 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  歳入全般について御質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  次に、歳出に入ります。 

 歳出７ページ。山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  先ほどの歳入でも聞いたんですが、この今回の積算の根拠が、こ

この印刷業務等委託料というやつが根拠になっての金額というか、このもともとのこの金額の根

拠ちゅうのはどうなるん。発行枚数が先にありきなのか、何か先ほどの説明でいくと、ゼロ歳か

ら２歳児までのお子さんと、あと子育て支援という話が出たんで、その人数を町の中で何人とい
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う推計のもとに出したやつでつくるのか、それとも、先に金額ありきでつくったものがこうなの

か、ちょっとその辺の本当を教えてほしいんですけど。 

○議長（是石 利彦君）  産業建設係長。 

○産業建設係長（南  博己君）  まず対象者のほうが住民税の非課税者につきましては、課税基

準日で１,６３１名で、それと３歳半未満の子供が属する世帯の世帯主につきましては、ことし

４月３０日現在で１６０名、それをもとに見積もりを一応しております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 ほかにございませんか。山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  これ、消費税１０％を前提とした支援策っちなってんじゃないで

すか。これ、する時期は多分その時期だと思うんですが、仮に消費税１０％が延長されたりとか

凍結されたときとはこれどうなるんですか。それっちゅう前提は検討はされているんですか。そ

こを教えてください。 

○議長（是石 利彦君）  産業建設係長。 

○産業建設係長（南  博己君）  この事業につきましては、消費税１０％に引き上がるというこ

とを想定して計上しております。スケジュール的には、まず商品券の印刷について、今月５月中

に発注を行わないと間に合わないちゅうことがあります。システムにつきましても、対象者の抽

出や帳票のフォーマットなどの作業の開始を行い、対象者への書類発送を７月中旬を予定してい

ますが、それに間に合うために今回計上させていただいております。あと、販売につきましては、

１０月からを予定しております。 

 以上です。（「ごめんね、かわいそうに」と呼ぶ者あり） 

○議長（是石 利彦君）  いいんやな。（「もういいです」と呼ぶ者あり）もういいな。（「これ

以上言ったら悪い」と呼ぶ者あり） 

 岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  今の続きなんですけど、１０月から消費税が上がらなくても販売

はするということなんでしょうか、どうなんでしょう。 

○議長（是石 利彦君）  産業建設係長。 

○産業建設係長（南  博己君）  その点につきましては、今はまだ１０月に１０％に変わるとい

うことを前提と事務を進めておりますので、今現在は検討を行っておりません。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ほかにはございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（是石 利彦君）  もう一度聞きます。歳入歳出全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  以上、補正予算全般について御質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第１８号は、会議規則第３９条第３項

の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第１８号は委員会付託を省略する

ことに決しました。 

 次に、討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  討論なしと認めます。 

 これにて質疑、討論は終わります。 

 これから本案を採決いたします。異議はございませんので、本案は原案のとおり可決すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  異議なしと認めます。よって、議案第１８号令和元年度吉富町一般会計

補正予算（第１号）については、原案のとおり可決するものと決しました。 

 次、行きます。 

 日程第２０、議案第１９号監査委員の選任についてを議題といたします。 

 矢岡匡議員は、地方自治法第１１７条の規定により除斥となりますので、退席を求めます。 

〔４番 矢岡  匡君 退席〕 

○議長（是石 利彦君）  担当課長による説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（守口 英伸君）  御説明をいたします。 

 先ほど配付いたしました議案書追加分の１ページをごらんください。 

 議案第１９号監査委員の選任について、本町監査委員に次の者を選任したいので、地方自治法

第１９６条第１項の規定により同意を求める。 

 住所、吉富町大字広津２６６番地１３、氏名、矢岡匡、昭和３６年９月２５日生まれ。議員の

うちから選任されておりました監査委員は、議員の任期満了と同時に監査委員の任期も満了する
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こととなったため、議案書にありますとおり、矢岡匡議員を選任したいので、法の定めるところ

により、議会の同意を求めるものでございます。 

 よろしく御審議の上、御同意くださいますようお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  説明を終わりました。 

 これから質疑に入ります。本案に対して御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第１９号は、会議規則第３９条第３項

の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  異議なしと認めます。よって、議案第１９号は、委員会付託を省略する

ことに決しました。 

 次に、討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  討論なしと認めます。 

 これにて、質疑、討論は終わります。 

 これから、本案を採決いたします。異議はございませんので、本案はこれに同意することに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  異議なしと認めます。よって、議案第１９号監査委員の選任についての

同意を求める件は、これを同意することに決定いたしました。 

 招き入れてください。入室を許可いたします。 

〔４番 矢岡  匡君 着席〕 

○議長（是石 利彦君）   矢岡議員に、監査委員の選任については同意することに決定いたしま

したので、告知いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２１．閉会中の継続審査の申し出について 

○議長（是石 利彦君）  日程第２１、閉会中の継続審査の申し出についてを議題といたします。 

 議会運営委員会委員長、総務文教委員長、福祉産業建設委員長から、会議規則第７５条の規定
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によりお手元に配付しました申し出のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。 

 お諮りいたします。議会運営委員会委員長、総務文教委員長、福祉産業建設委員長からの申し

出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申し出のとおり、閉

会中の継続審査とすることに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（是石 利彦君）  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 これをもちまして、令和元年第１回吉富町議会臨時会を閉会いたします。御苦労さまでした。

ありがとうございました。 

午後１時54分閉会 

────────────────────────────── 

 


